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　令和６年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告の相

談及び申告書の受付が２月 1 ７日（月）から始まります。

　申告書の提出期限は、令和６年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税については３月１７

日（月）、消費税及び地方消費税（個人事業者）については３月３１日（月）です。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」（https://www.keisan.nta.go.jp/）では、

パソコン・スマートフォンなどから所得税・消費税・贈与税の申告書を作成し、e-Tax（電子申告）

又は印刷して郵送で提出することができます。画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、自動

計算で確定申告書を作成することができ、計算誤りがありません。是非、ご自宅での申告書の作成・

提出をお願いします。

　郵送により提出される方は、封筒に事業所個別郵便番号（〒０７８－８５０７）を必ず記載し、「札

幌国税局業務センター旭川分室」宛に送付してください（住所の記載は不要です）。

　申告書には、申告書ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載と申告者の本人確認書類の

提示又は写しの添付が必要です。

　さらに、令和２年分の所得税の確定申告から、医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細

書」の添付が必要となっています。また、医療費の領収書は５年間保存する必要があり、税務署か

ら求められたときには、提示又は提出をしなければなりません。

　また、令和６年分消費税及び地方消費税（個人事業者）について、令和４年分（基準期間）の課

税売上高が１，０００万円以下の事業者の方でも、インボイス発行事業者の登録を受けている方は

申告・納付が必要です。

　インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた場合に、売上税額の２割

を消費税等の納付金額とすることができる特例（２割特例）が設けられています。令和４年分（基

準期間）の課税売上高が１，０００万円を超える場合は、令和６年分において２割特例の適用がで

きませんのでご注意ください。

　なお、深川税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、申告相談及び申告書の受付は行っており

ませんので、ご注意ください。

　ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

■お問合せ　住民生活課税務グループ　                ☎３５－２１１５

　　　　　　深川税務署（深川市４条１５番３号）　☎２３－２１９１

全国瞬時警報システム（J- アラート）の試験放送について

◆放送日時：令和７年２月１２日（水）午前１１時００分頃

　２月１２日（水）午前１１時頃に、防災無線を通じて情報伝達の訓練放送を行います。
　ご家庭の戸別受信機からテスト放送が流れますので、町民皆様のご理解とご協力をお願
いいたします。

　町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び戸別受信機から、試験放送が一斉に放送さ
れます。
 【放送内容】
  開始のチャイム
   「これは、J アラートのテストです」※繰り返し３回
　「こちらは、防災ぬまたです。」
  終了のチャイム

放送内容等

※Ｊ - アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急時に国から送られてくる緊急情報を人
　工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。
■お問合せ　総務財政課総務グループ　☎３５－２１１１

出張・通院・お出かけの「きっぷ」は、
ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。
旭川⇔深川 ･ 札幌⇔深川のＳきっぷ等を発売しております。

【営業時間】　土日祝日を除く７：２０～１７: ００
※ 列車の発車する時間帯以外は不在の場合があります。

令和６年分の確定申告が始まります



　下記のとおり沼田厚生クリニックにおいて、新型コロナウイルスワクチン接種を実施しておりま
すので、お忘れのないようにお願いいたします。
　接種希望日の１０日前までに、沼田厚生クリニックに予約してください。
　詳しくは「沼田厚生クリニック新型コロナウイルス予防接種のお知らせ」（令和６年１２月１２
日区長発送 ･ 折込チラシ）をご確認ください。
　［直接予約］診療受付時間内に、電話 ( ☎３５- ２３２１) 又は窓口でお申し出ください。
　　　　　  月～金曜日　午前８時３０分～午前１１時３０分／午後１時１５分～午後４時１５分
　［オンライン予約］沼田厚生クリニックホームページからご予約をお願いいたします。
※予防接種法改正により、季節性インフルエンザ予防接種と同様の取扱いになりましたので、個別
　通知や接種券の発行はありません。

　令和７年 3 月末までに HPV ワクチン接種を開始した方が、全 3 回の接種を完了できるよう、助

成期間を 1 年間延長いたします。延長されるのは、キャッチアップ接種期間中に HPV ワクチンを

1 回以上接種している方のみです。早めの接種をご検討ください。

　接種の履歴が不明な方、接種について不安や疑問のある方は、下記担当までご相談ください。

■対 象 者　平成 9 年度～平成２０年度生まれの女性で令和４年４月 1 日～令和７年３月　

　　　　　　　　３１日までに HPV ワクチンを 1 回以上接種した方

■接種医療機関　直接医療機関にご連絡ください

　　　　　　　　予約不要　津田こどもクリニック　☎３４－５３１１

　　　　　　　　要予約　　深川市立病院　　　　　☎２２―１１０１

　　　　　　　　要予約　　秩父別町立診療所　　　☎３３―３１１０

■ワ ク チ ン　 2 価ワクチン（サーバリックス）

　　　　　　　　４価ワクチン（ガーダシル）

　　　　　　　　９価ワクチン（シルガード）　　　　のいずれか 1 種類を３回接種

　　　　　　　　長期に渡って接種を中断していた方は、同一のワクチンで残りの回数を接種して

　　　　　　　　ください。

　　　　　　　　初回接種から３回目接種完了まで約６か月の間隔が必要です。

■持 ち 物　予診票・健康保険証・母子健康手帳

■お 問 合 せ　保健福祉課健康グループ　☎３５－２１２０

沼田厚生クリニックにおける新型コロナウイルスワクチン接種について HPV ワクチンのキャッチアップ接種の延長について
（平成９年度～平成２０年度生まれの女性）

　旧優生保護法のもとで子どもができなくなる手術をうけた方やそのご家族への補償金が令和１２
年１月１６日までの申請で新たに受け取ることが出来ます。
　支給を希望される方は、旧優生保護法に関する相談支援センターにて案内しますので、以下にご
連絡ください。
■相談支援センター
　　☎　０１２０－０３１－７１１（通話料無料）
　　受付時間　午前８時４５分～午後５時３０分（土日祝日・年末年始除く）
　　FAX　　　０１１－２３２－４２４０
　　メール　　hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
    　郵送　　　　〒０６０－８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目　子ども政策企画課内
　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道保健福祉部子ども政策企画課内相談支援センター

【定期予防接種】
予防接種法に基づく接種

【任意予防接種】
ご本人の意思で接種

対象者 満６５歳以上 満１２～６４歳

自己負担額 ３，０００円 ５，０００円

生活保護世帯
１，５００円 ２，５００円

　　　　接種前に町（保健福祉課）にて減額申請が必要です。

接種期間 令和７年２月２７日（木）まで

■お問合せ　保健福祉課健康グループ　☎３５－２１２０

旧優生保護法に係る補償金等を受け取ることができます
「人権心配ごと相談所」を開設します

　生活をする中で、困りごとや心配なことがあっても「どこに相談したらよいかわからない」また
は「相談とまではいかないが、少し話を聞いてほしい」という時のために、皆さんに安心して利用
いただける機会として「人権心配ごと相談所」を開設いたします。
　秘密は厳守しますので、一人で悩まずにご相談ください。
■日　　時　令和７年２月２５日（火）　午後１時～午後３時
■場　　所　暮らしの安心センター相談室
■相 談 員　人権擁護委員・民生委員
■そ の 他　当日は電話相談、匿名でも受付ます　☎３５－２０５５
■お問合せ　保健福祉課福祉グループ　☎３５－２１２０
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自動車普通運転免許取得支援事業について
　町では、沼田町で育ち、沼田町に住み続ける方を対象とした、免許取得に関する費用を助成して
おりますので、是非ご活用ください。
■対 象 者　※以下の６項目をすべて満たしていることが必要です
　　　　　　①中学校、高等学校在籍の６年間、沼田町に住所を有した方
　　　　　　②沼田町に住所を有し、自宅から勤務先に通勤する方
　　　　　　③就職後３年以上沼田町に住み続ける方
　　　　　　④町外に住居等を賃借していない方
　　　　　　⑤申請時に２５歳未満の方
　　　　　　⑥次に掲げるアからオに該当しない方
　　　　　　　ア　中学・高校在学中 ( 在学年齢時 ) に転出するなど、町外への住所変更をした方
　　　　　　　イ　過去に免許取り消し処分を受け、再取得する方
　　　　　　　ウ　短大・専門学校、大学等に在学中の方
　　　　　　　エ　就職後 1 年以上経過している方
　　　　　　　オ　令和３年３月３１日以前に免許を取得した方
■助 成 額　沼田町立自動車学校での、自動車普通運転免許取得に係る基本料全額（追試や暖房料
　　　　　　などの費用は対象外）
■申請方法　申請される方は、下記の書類をご持参のうえ住民生活課移住定住応援室までお越しく
　　　　　　ださい。
　　            ①戸籍の附票
　               ②職場の在籍証明又は採用通知（在籍証明書は就労開始日のわかるもの）
　　            ③宣誓書
　　            ④免許取得の領収書
　　            ⑤その他、町長が必要と認める書類
■お問合せ　住民生活課移住定住応援室　☎３５－２１１５

　町では「子育て世帯の応援事業」として、他市町村へ通勤する中学生以下のお子さんを扶養する
保護者で、下記の要件に全て該当する方に、通勤に係る費用の負担軽減として町内で利用できる地
域ポイントを交付する「沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」を実施しています。
　後期分の申請受付を開始しますので、下記の要件に全て該当する方は住民生活課までお越しくだ
さい。
■対象者（以下の５項目をすべて満たしていることが必要です）
　（１）沼田町内に居住し、かつ中学生までの子どもを監護している保護者のうち、生計を主に担っ     
　　 ている方で町外の職場に勤務する方
　（２）町税等公共料金を滞納していない方
　（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方
　（４）町外の職場に勤務し、本町から実際に通勤している方
　（５）町外に住居等を賃借していない方
　　　 ※（１）の「生計を主に担っている方」の判断にあたっては所得の状況や扶養申告、住民
　　　　 票等の取扱いなどを総合的に考慮して判断します。
■対象地域及び助成額

対象地域（通勤地） 助成額
１）本町より往復１９㎞以内の地域
　 （秩父別町）

月額１，５００円
（年額１８，０００円相当）

２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以内の地域
　 （深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町）

月額３，０００円
（年額３６，０００円相当）

３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以内の地域
　（旭川市・留萌市・滝川市・小平町・幌加内町・新十津川町）

月額５，０００円
（年額６０，０００円相当）

４）本町より往復１００㎞以上の地域 月額６，０００円
（年額７２，０００円相当）

■申請方法
○年２回申請
　様式を町のホームページからダウンロードしていただくか、住民生活課で受け取っていただき、 
下記期間内に申請してください。
○申請期間：２月６日（木）～３月６日（木）
○受付時間　月曜日から金曜日（祝日は除く）　午前８時４５分～午後５時１５分
〇申請に必要な書類等
　・在職証明書（様式は町 HP または住民生活課でお受け取りください）
　・沼田町ポイントカード（NumaCa）
　　※ポイントカードをお持ちでない方は、申請の際にお申し出ください。
■お問合せ　住民生活課移住定住応援室　☎３５－２１１５

子育て世帯応援通勤支援事業（後期分）の受付開始について

令和７年２月６日発行　第１１７５号 （２/ ３）



沼田町公営住宅等募集情報 ■単身者向け住宅

団地 建設
年度 間取り 単身者・世帯向

詳細等
家賃

※収入により
　異なります

募集
状況

スコーレ
ビレッジ

H4 １K 単身者向
1 棟   1 戸 35,000 円

随時
H5 １K 単身者向

2 棟   3 戸 35,000 円

H6 １K 単身者向
3 棟   2 戸 35,000 円

コアタウ
ン 21 H9 １LDK 単身者向

A 棟   1 戸
35,000 円

（他に駐車場使用料）

沼田町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。
ぜひ一度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。
■お問合せ　住民生活課　☎３５－２１１５　　
移住定住情報公式サイト　　https://teiju.com/

移住定住情報公式サイト

　

　沼田町では、次の公営住宅等入居者を募集しております。
■公営住宅申込資格※全て満たすこと。
　・住宅に困窮しており、政令月収の基準を満たす方
　・暴力団員ではないこと
　※政令月収の基準については住宅により異なります。
　　また、世帯向け住宅に単身の方でも入居できる場合がありますが、制限がありますので窓口へ
　お問い合わせください。
■世帯向け住宅

団地 建設
年度 間取り 単身者・世帯向

詳細等
家賃

※収入により
　異なります

募集
状況

緑町

S56 3LDK
世帯向
17 ～ 18 棟  2 戸

14,400 円～

随時

S56 3LDK
世帯向
20・22・23 棟
　　　　　   5 戸

11,900 円～

H2 3LDK
世帯向
60 棟　1 戸

15,400 円～

H7 3LDK
世帯向
D 棟　  2 戸

19,400 円～
（他に駐車場・
給湯器のﾘｰｽ料）

H8 3LDK
世帯向
Ａ・Ｃ棟　　４戸

19,400 円～
（他に駐車場・
給湯器のﾘｰｽ料）

H9 3LDK
世帯向
Ｂ棟　　1 戸

19,500 円～
（他に駐車場・
給湯器のﾘｰｽ料）

旭町 S58 3LDK
世帯向
26・27 棟　　2 戸

13,100 円～

　※公営住宅は、低所得世帯を対象とした減免措置がありますので、対象となる世帯所得等詳しい  
　内容については下記までお問い合わせください。
   　詳しくは、沼田町移住定住情報公式サイトをご覧頂くか、沼田町住民生活課移住定住応援室
　　( ☎３５－２１１５) へお問い合わせください。
■お問合せ　住民生活課移住定住応援室　☎３５－２１１５

　我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島の早期返還実現に向け、

毎年２月７日の「北方領土の日」を中心に、１月２１日から２月２０日を「北方領土の日」特別啓

発期間として、全道各地で署名活動などが行われます。

　本町においても、２月２０日まで、健康福祉総合センター「ふれあい」１階ラウンジ・暮らしの

安心センターにて北方領土返還要求の署名コーナーを設置しますので、署名にご協力下さいますよ

うお願いします。

■お問合せ　総務財政課総務グループ　☎３５－２１１１

北方領土返還要求運動のシン
ボルの花「千島桜」

「北方領土の日」特別啓発期間です

沼田町の地場産品を使用したレシピをクックパッドで掲載＆随時
更新しています。献立作り、料理の参考にぜひお使いください。
沼田町公式クックパッド 
https://cookpad.com/kitchen/52756407
■お問合せ　農業推進課新農業対策室　☎３５－２１１4
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沼田学園特別支援教育支援員の募集について

令和７年度　沼田町奨学資金貸付奨学生の募集について
　町では、下記のとおり令和７年度の沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています。

　この事業は、学業成績が優秀で経済的理由により就学が困難な方に対し、学資を無利子で貸与す

る制度です。

■募 集 人 員　高等学校（２名）　月額１５，０００円以内

　　　　　　　　　大学等    （４名）　月額３０，０００円以内

■提 出 書 類　①奨学生願書

　　　　　　　　　②奨学生推薦書（在学している学校長からの推薦書）

　　　　　　　　　③同意書（課税状況について税務担当部局に報告を求めることへの同意）

　　　　　　　　　※用紙は教育委員会にあります。

■申 込 締 切 日　令和７年３月２８日（金）

■選考・決定時期　令和７年４月末～５月上旬

　※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者又は商工事業後継者として就労した時、又は沼

　　田町内に住所を有し沼田町内に事業所を有する企業に勤務する場合は、農業委員会又は商工会

　　又は勤務先の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。

■申込・お問合せ　教育委員会学務グループ　☎３５－２１３２

令和７年２月６日発行　第１１７５号 （３/ ３）

■募 集 人 員　１名

■業 務 内 容　特別な教育的支援を要する児童・生徒の生活全般支援業務

■応 募 条 件　特別な支援が必要な子どもについて理解し、接することができる方

■応 募 方 法　「沼田町会計年度任用職員申込書兼履歴書」を下記まで郵送又は提出下さい。

　　　　　　　※申込書兼履歴書様式は下記応募先から取り寄せるか、沼田町ホームページからダ

　　　　　　　ウンロードしてください。

■選 考 方 法　書類審査及び面接（日時は追って連絡します）※決定まで随時受付

■雇用・待遇　①雇用期間　令和７年４月から令和８年３月末日まで（更新あり）

　　　　　　　②勤務場所　沼田小学校若しくは沼田中学校

　　　　　　　③勤務日数　月２０日程度勤務（勤務日数・勤務時間応相談）

　　　　　　　④休　　日　週休２日、祝日相当日数

　　　　　　　⑤勤務時間　午前８時～午後４時まで（実働７時間）

　　　　　　　　　　　　　小・中学校の通学期間（夏・冬休み期間の勤務はありません）

　　　　　　　⑥賃 金　時給　１，１２７円～

　　　　　　　⑦手　　当　年２回の賞与・通勤手当

　　　　　　　⑧保 険 等　社会保険・雇用保険加入

　　　　　　　⑨有給休暇　任用期間に応じて付与します

■応 募 期 限　令和７年２月２１日（金）まで（必着）

■応募先・お問合せ　〒０７８- ２２０２　沼田町南１条４丁目６番５号   

                            教育委員会教育課学務グループ　担当：前田

　　　　　　　        ☎３５－２１３２

沼田町では求職者と求人者をつなぐために、無料職業紹介所
「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。
ぬまわーくサポートデスク　https://numasapo-desk.com/
■お問合せ　産業創出課　☎３５－２１５５



沼田町社会福祉協議会職員の募集について
　

■自衛官候補生

　応募資格　日本国籍を有し、採用予定月の１日現在１８歳以上３３歳未満の男女

　応募期間　令和７年２月２０日（木）まで

　応募期日　３月２日（日）または、３月３日（月）のいずれか１日

　試験会場　陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）

■お問合せ　自衛隊旭川地方協力本部　旭川地区隊　☎０１６６－５５－０１００

　　　　　　総務財政課広報情報グループ　　　　　☎３５－２１１１

令和６年度自衛官募集案内について

◆　２月　９日（日）
　　内科・外科系… 深川市立病院　　　　　　　　　　　　　☎２２－１１０１
　  歯　  科 　系… 深川第一病院歯科口腔外科　　　　　　　 ☎２３－３５１６
◆　２月１１日（月・祝）
　　内科・外科系…深川第一病院（担当医 / 代田　剛）　　　 ☎２２－１１０１
◆　２月１６日（日）
　　内科・外科系…深川市立病院（担当医 / 津田こどもクリニック　院長　津田尚也）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２２－２１３５
　  歯　  科 　系…グリーン歯科クリニック（砂川市）　　  　☎０１２５－５４－３４３４
◆　２月２３日（日）
　　内科・外科系…深川市立病院　　　 　　　　　　　　　 ☎２２－２１３５
　  歯　  科 　系…たなか歯科医院　　　　　　　　　　　　 ☎２３－５５４５
◆　２月２４日（月）
　　内科・外科系…深川第一病院　　　　　　　　　　　　　 ☎２３－３５１１　

日曜・祝日当番医のお知らせ

日　付　　　　　　 行事名　　　　　　　　　　　時　間　　　　場　所

２月　８日（土）　　　留萌本線エキアカリ 2025　　１６：００～　石狩沼田駅

　　１１日（火）　　　開拓 130 年記念事業「エンジョイ♪スノースポーツ in TAKAHO　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９：３０～　ASIMOIKANKO 高穂スキー場

　　１８日（火）　　　旭町サロン　　　　　　　　　１０：００～ 旭町コミセン

　　　　　　　　　　 月例行政相談所　　　　　　　１２：００～　町民会館

　　２０日（木）　　　乳幼児健診　　　　　　　　　１１：００～ すこやかホール

　　２１日（金）　　　元気 100 倍！教室　　　　　　１０：００～　すこやかホール

　　　　　　　　　　 認知症フォーシーズン冬　　　１０：００～　すこやかホール

　　　　　　　　　　 あったま～る　　　　　　　　１２：００～　安心センター

　　２２日（土）　　　輝け雪のまちフェスタ 2025　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０：００～　旧厚生クリニック跡地

■募 集 人 員　１名 ( ３ヵ月間の試用期間あり）

■業 務 内 容　社会福祉協議会業務（施設管理業務含）

■応 募 条 件　〇　概ね６０歳以下の方

                     〇　高卒以上・第１種普通自動車免許所得者及び取得見込みの方　

                     〇　採用後、沼田町内に居住可能な方

■応 募 方 法　写真を添付した履歴書を下記まで郵送又は提出下さい

■選 考 方 法　作文及び面接（日時は追って連絡します）※決定まで随時受付

■雇用・待遇　①勤務場所　沼田町社会福祉協議会（暮らしの安心センター内）

　　　　　　　②勤務時間　午前８時４５分～午後５時１５分まで

　　　　　　　③休　　日　週休２日（祝日、年末年始）、健康増進休暇（夏季休暇）等　　　　

　　　　　　　④給　　与　１８３，５００円～

　　　　　　　⑤手　　当　年２回の賞与 ( ４. ３カ月 / 年）　各種手当有　　　　　　　　　　　

　⑥保 険 等　社会保険・雇用保険加入

　　　　　　　⑦有給休暇　任用期間に応じて付与します　

■応 募 期 限　令和７年３月７日（金）まで（必着）

■応募先・お問合せ　〒０７８- ２２０２　沼田町南１条１丁目８番２５号

　　　　　　　　　  沼田町社会福祉協議会　担当：片岡　 ☎３５－１９９８

２月６日から２月２４日までの行事予定


